
 

 

令和５年度 

第１回新潟市入札等評価委員会 資料 

 

１．発注工事総括表 

２．発注件数及び落札率の推移 

３．総合評価方式について 

４．苦情処理一覧表  

５．指名停止措置一覧表  

６．談合情報対応状況表 

７．抽出事案一覧表 

８．対象工事抽出理由 

９．抽出事案説明書 

① 内野雨水１号吐口渠合流改善貯留施設設置工事 

② 新津中部排水区枝線２５８他管更生工事 

③ 亀田清掃センター２号バグフィルタろ布更新工事 

④ 鳥原本村大野下江排水路改修工事 

⑤ 市役所本庁舎本館エレベーター改修工事 

 

 

別冊資料１ その他の入札結果案件・不調案件（令和４年度下半期） 

別冊資料２ 発注方式別工事一覧表（令和４年度下半期） 
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■参考：令和３年度下半期（１０月～３月）

発　　注　　工　　事　　総　　括　　表

期間：令和４年度　下半期(１０月～３月）

契約件数
当初契約額
合計（円）

平均落札率

総　　件　　数 333 10,450,825,000 91.53%

　制限付一般競争入札 218 9,469,493,000 91.47%

　指名競争入札 106 677,061,000 91.00%

　随意契約 9 304,271,000 99.24%

注）予定価格が２５０万円以下の工事を除く

契約件数
当初契約額
合計（円）

平均落札率

総　　件　　数 377 16,031,063,400 91.58%

　随意契約 10 96,067,400 99.04%

　制限付一般競争入札 195 14,907,442,000 91.44%

　指名競争入札 172 1,027,554,000 91.31%
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　【新潟市における主な入札改革（時系列）】

○ 平成１５年１０月 入札・契約制度改革　市政改革の前倒し実施

○ 平成１７年１月

○ 平成１７年４月 電子入札を全面稼働（予定価格5,000万円以上の一般競争入札を対象）

○ 平成１８年１月 予定価格の事後公表試行（予定価格1,000万円以上の建設工事の３割程度）

○ 平成１９年４月 政令市移行に伴う一般競争入札及び電子入札範囲の拡大

○ 平成２０年４月 電子入札の完全実施

○ 平成２０年１１月 建設工事の最低制限価格を暫定的に平均２％引き上げ

○ 平成２２年２月 建設工事の最低制限価格をさらに一律２％引き上げ

（Ｈ２２年５月に一律２％→平均２％に見直し）

○ 平成２３年１月 建設工事の最低制限価格をさらに一律２％引き上げ

（Ｈ２３年５月に一律２％→平均２％に見直し）

○ 平成２６年１２月 5,000万円未満の建設工事について最低制限設定率の下限値（９０％）を導入

○ 平成２８年４月

○ 平成２９年４月

○ 平成３０年４月

ランダム最低制限価格の試行実施

○ 令和４年４月 中央公共工事契約制度運用連絡協議会（公契連）モデルの改正に伴い，

モデル以上の水準になるよう最低制限価格を調整

新潟市における発注件数及び落札率の推移

総合評価方式において低入札価格調査を導入

モデル以上の水準になるよう最低制限価格を調整

女性技術者の配置を要件とする入札の実施

一抜け方式による入札の実施

建設工事の最低制限価格を事前公表から事後公表に変更

中央公共工事契約制度運用連絡協議会（公契連）モデルの改正に伴い，

モデル以上の水準になるよう最低制限価格を調整

中央公共工事契約制度運用連絡協議会（公契連）モデルの改正に伴い，
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総 合 評 価 方 式 に つ い て 

 

１ 総合評価方式とは 

 ・総合評価方式とは、価格と価格以外の技術的な要素を評価の対象として、品質や施工方法等を総

合的に評価し、技術力と価格の両面から最も優れた者を落札者とする方式をいう。 

  平成 17 年に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（品確法）が施行され、その中で、公共

工事の品質確保のための主要な取り組みとされている。 

 

２ 本市における総合評価方式の取り組み 

・本市においても平成 18 年度から設計金額 1千万円以上の一般競争入札の工事を対象に試行を開始

し、平成 23 年 10 月からは 2.5 千万円以上（建築一式 5 千万円以上）、平成 25 年度からは 5 千万

円以上の工事を対象に試行している。（表－１参照） 

・令和 5年度は、設計金額 5 千万円以上の 60％（およそ 50 件）程度を目標に実施予定 
・総合評価方式の採用については、議会案件を含め発注課が決定する。 
・建設業団体との意見交換や必要に応じアンケート調査等を実施しながら、より良い制度となるよ

う毎年度改善を行っている。 

表－１ 総合評価方式の取り組み件数 

 H18 

～Ｈ23 
Ｈ24 H25 H26 H27 H28 Ｈ29 H30 R1 R2 R3 R4 

R5 

(予定) 
計 

対象額 

（以上） 

1 

千万円 

2.5 

千万円 
5 千万円 

 

特別 

簡易型 
600 108 103 106 71 96 53 46 56 60 47 51 41 1,438 

簡易型 66 13 15 9 7 2 0 3 2 0 3 2 2 124 

年度毎 

集計 
666 121 118 115 78 98 53 49 58 60 50 53 43 1,562 

３ 本市において実施している総合評価方式の主なタイプ 

 ①特別簡易型（技術的な工夫の余地の小さい工事で施工の確実性を担保するため施工実績等のみを

評価） 

②簡易型（技術的な工夫の余地の小さい工事で施工の確実性を担保するため施工実績等に加え簡易

な施工計画の提案を求める） 

 

４ 特別簡易型と簡易型のタイプ分け及び評価項目・評価点について（添付資料参照） 

 ・特別簡易型、簡易型は、工事の予定価格の範囲に応じて、それぞれⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型に分かれて

おり、業者ランクに応じ、工事の施工能力や地域・社会貢献度の配点を設定 

 ・発注課は、当該工事の難易度（施工性、安全性、環境性等）や発注件数に対する割合などを勘案

し総合評価採用の可否、タイプなどを決定（事前に技術管理課でチェック） 

 ・工事数量のみが大きく難易度が低い工事、施工時期に制約があり早期発注を要する工事、発注実

績が非常に少なく、工事経験者が極端に有利となる工事などについては総合評価から除外 
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型式

5,000万以上 8,000万以上 5,000万以上 8,000万以上

8,000万未満 20,000万未満 8,000万未満 20,000万未満

ﾗﾝｸ

B・C(土)
S・A･B･C(推)
S・A･B･C(建)

A(管)

S・A・B(土･
推)

S・A(建)1億~
A(電･管)

S・A(土)
S・A･B(推)
S・A(建)
A(管)

B・C(土)
S・A･B･C(推)
S・A･B･C(建)

A(管)

S・A・B(土･
推)

S・A(建)1億~
A(電･管)

S・A(土)
S・A･B(推)
S・A(建)
A(管)

― ― ― 9.0 9.0 9.0

12.0 14.0 17.0 14.0 15.0 17.0

工事成績（平均点） 必須 5.0 6.0 7.0 5.0 6.0 7.0

同種工事の工事成績 必須 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

同種・類似工事の施工実績 必須 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0

総合評価方式受注回数
　型式毎に次の４種に区分して
　評価
　・土木一式　・建築一式
　・ほ装　　　・その他

必須 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

国家資格 必須 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

同種工事の工事成績

同種・類似工事の施工実績

5.0～7.0 3.0～5.0 2.0 4.0～5.0 3.0～4.0 2.0～3.0

災害時活動協力 ※１ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

除雪委託契約 ※２ 2.0 2.0 ― 1.0 1.0 1.0

地域内拠点 ※２ 0.5 0.5 ― 0.5 0.5 ―

新潟市消防団協力事業所 ※２ 0.5 0.5 ― 0.5 0.5 ―

高齢者雇用 ※２ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

障がい者雇用 ※２ ― ― 0.5 ― ― 0.5

次世代育成支援対策への協力 ※２ 0.5 0.5 ― 0.5 0.5 ―

ボランティア活動 ※２ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

市内企業の活用 ※２ 2.0 2.0 ― 1.0 1.0 ―

1.0～3.0 1.0～3.0 1.0 2.0～3.0 2.0～3.0 1.0～2.0

ISO  9001 の認証取得 ※１ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

ISO 14001 の認証取得　又は，
ｴｺｱｸｼｮﾝ 21の認証登録

※２ 1.0 1.0 ― 1.0 1.0 1.0

優良工事表彰等 ※２ 1.0 1.0 ― 1.0 1.0 1.0

Ａ 20.0 20.0 20.0 30.0 30.0 30.0

※１  原則、必須として選択される項目。

※２  選択項目

Ｂ 80.0 80.0 80.0 70.0 70.0 70.0

Ａ+Ｂ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

令和５年度　技術評価点の配点表

技
術
評
価
点

評価項目

特別簡易型 簡易型

型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型

主任(監理)技術者又は現場代理人
として従事した同種工事での工事
成績評定点施工実績

20,000万
以上

簡易な施工計画

工事の施工能力（必須項目）

企
業

金額
範囲

20,000万
以上

2.0 2.0

技
術
者

必須 1.0 2.0 2.0 2.0

1.0 2.0主任(監理)技術者又は現場代理人
として従事した同種類似工事の施
工実績

必須 1.0 1.0 2.0 1.0

地域・社会貢献度（案件により指定する項目）

客観的な優良性（案件により指定する項目）

総合評価点

技術評価点（基準配点）

価 格 評 価 点

全工種：原則 5,000万円以上を対象
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様式３ 

苦 情 処 理 一 覧 表 

 

 

［期間：令和４度下半期（１０月～３月）］ 

苦情申立 

対象工事名 

苦情申立者の 

住所及び氏名 

 

苦情申立の内容 

及びその根拠 

    

苦情申立に対する 

処理状況 

 

  

 

    

    

    

注） ・予定価格が２５０万円を超える工事であって，新潟市発注工事に関する苦情処理要領第５条に

よる苦情の申立に対する回答を行ったものに限る。 

   ・苦情申立者が法人の場合は，主たる営業所の所在地，商号又は名称，代表者氏名を記入する。 

案件なし 
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様式４ 

指 名 停 止 措 置 一 覧 表 

 

［期間：令和４度下半期（１０月～３月）］ 

措 置 対 象 

事 業 者 名 

主たる 

営業所 

の所在地 

指名停止 

期間 
該当事項 指名停止の理由 

Ｄｙｎａｂｏｏｋ  

株式会社 

東京都 

江東区 

６カ月 

 

令和４年 

１０月２６日 

～ 

令和５年  

４月２５日 

 

独占禁止法 

違反行為 

 

別表 

第２第３号 

広島市発注の特定コンピュータ機

器の入札等において、独占禁止法第

３条（不当な取引制限の禁止）の規

定に違反する行為を行っていたと

して、令和４年１０月６日、公正取

引委員会から排除措置命令を受け

た。 

五洋建設 株式会社 東京都 

文京区 

１カ月 

 

令和５年 

２月２７日 

～ 

令和５年  

３月２６日 

不正又は 

不誠実な行為 

 

別表 

第２第７号 

西日本高速道路株式会社発注の「新

名神高速道路大津ジャンクション

東工事」において、令和３年７月９

日に作業員が高所作業車から転落

し負傷したことについて、所轄の大

津労働基準監督署長に遅滞なく労

働者死傷病報告書を提出しなけれ

ばならないところ、令和３年８月１

９日まで提出しなかったとして、労

働安全衛生法違反により同社の使

用人が令和４年１２月２２日付で

大津簡易裁判所から罰金刑の略式

命令を受け、その刑が確定した。 

水道機工 株式会社 東京都 

世田谷区 

１カ月 

 

令和５年 

３月２２日 

～ 

令和５年  

４月２１日 

 

建設業法 

違反行為 

 

別表 

第２第６号(２) 

資格要件を満たさない者を技術者

として配置し、また、虚偽の申請に

基づいて得た経営事項審査結果を

公共工事の発注者に提出したとし

て、令和５年２月１０日、国土交通

省関東地方整備局から建設業法違

反による監督処分を受けた。 

株式会社  

水機テクノス 

東京都 

世田谷区 

１カ月 

 

令和５年 

３月２２日 

～ 

令和５年  

４月２１日 

建設業法 

違反行為 

 

別表 

第２第６号(２) 

資格要件を満たさない者を技術者

として配置し、また、虚偽の申請に

基づいて得た経営事項審査結果を

公共工事の発注者に提出したとし

て、令和５年２月１０日、国土交通

省関東地方整備局から建設業法違

反による監督処分を受けた。 

注）・該当事項の欄には、新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領に定める別表第１及び別表第

２に掲げる要件のうち、該当するものを記入する。 
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新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領（抜粋） 

 

別表第２ 

贈賄及び不正行為等に基づく措置要件 措置要件期間 

（独占禁止法違反行為） 

３ 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）

第３条又は第８条第１号に違反し，次の(1)又は(2)に該当し

たことにより，契約の相手方として不適当であると認められ

るとき。 

(1) 本市契約に関する違反行為があったとき 

 

(2) 本市契約以外の業務にあたり違反行為があったとき 

 

 

 

 

当該認定をした日から 

 

 

 

 

１２か月以上２４か月

以内 

６か月以上１８か月 

以内 

 

※ ただし，（２）の場

合で，当該事件の発注

者が上記の下限を下回

る期間の指名停止措置

を行った場合は，その

期間まで短縮すること

が出来るものとする。 

 

（建設業法違反行為） 

６  次の(1)又は(2)にかかげる場合において，建設業法（昭和

２４年法律第１００号）の規定に違反し，契約の相手方とし

て不適当であると認められるとき。 

(1) 本市契約に関するもの 

 

(2) 本市以外の公共機関等が締結した契約に関するもの 

 

 

当該認定をした日から 

 

 

２か月以上１２か月 

以内 

１か月以上９か月以内 

 

（不正又は不誠実な行為） 

７  別表第１及び前各号に掲げる場合のほか，業務に関し不正

又は不誠実な行為をし，契約の相手方として不適当であると

認められるとき。 

 

 

当該認定をした日から 

１か月以上１２か月 

以内 
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様式５ 
談 合 情 報 対 応 状 況 表 

 
 

［期間：令和４年度下半期（１０月～３月）］ 
■ 談合情報の入手日，提供者 
■ 談合情報の内容 
 対象工事名，落札予定者 
 落札予定額，その他 

■ 発注者による調査 
 の有無，その理由 
■ 公正取引委員会通 
 報の有無，その理由 

■ 調査の概要 
（方法及び結果等） 

■調査後の対応状況 

 
  

                  

   

注）・「発注者による調査の有無，その理由」欄には，新潟市談合通報の事務処理要領３

（１）～（２）に定める調査基準を満たしているかどうかも含めて記入する。 
  ・該当しない項目については，記入を要しない。 
 

案件なし 
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格
合

計
辞

退
無

効
超

過
棄

権
失

格
工

事
担

当
課

契
約

部
署

備
考

①
5

東
下

第
１

号
内

野
雨

水
１

号
吐

口
渠

合
流

改
善

貯
留

施
設

設
置

工
事

土
木

一
式

株
式

会
社

　
吉

田
建

設
1
9
8
,0

0
0
,0

0
0

9
4
.4

8
%

事
後

公
表

1
3

1
1

0
0

0
0

東
部

地
域

下
水

道
事

務
所

契
約

課
総

合
評

価

②
6
6

西
下

第
５

０
３

号
新

津
中

部
排

水
区

枝
線

２
５

８
他

管
更

生
工

事
土

木
一

式
山

隆
リ

コ
ム

　
株

式
会

社
新

潟
営

業
所

1
7
,3

8
0
,0

0
0

9
0
.1

8
%

事
後

公
表

1
6

1
3

1
0

0
0

西
部

地
域

下
水

道
事

務
所

秋
葉

分
室

秋
葉

区
地

域
総

務
課

③
2
0
5

亀
清

セ
第

２
５

号
亀

田
清

掃
セ

ン
タ

ー
２

号
バ

グ
フ

ィ
ル

タ
ろ

布
更

新
工

事
機

械
器

具
設

置
施

設
工

業
　

株
式

会
社

1
6
,3

9
0
,0

0
0

9
8
.1

6
%

事
後

公
表

2
0

0
1

0
0

亀
田

清
掃

セ
ン

タ
ー

江
南

区
地

域
総

務
課

○
指

名
競

争
入

札
【
１
件

】

№
工

事
番

号
工

事
名

工
事

種
別

業
者

名
契

約
金

額
（
円

）
落

札
率

予
定

価
格

合
計

辞
退

無
効

超
過

棄
権

失
格

工
事

担
当

課
契

約
部

署
備

考

④
1

西
農

第
２

号
鳥

原
本

村
大

野
下

江
排

水
路

改
修

工
事

土
木

一
式

株
式

会
社

　
伊

藤
組

9
,9

0
0
,0

0
0

9
9
.3

4
%

事
後

公
表

1
5

7
0

5
2

0
西

区
建

設
課

西
区

総
務

課

○
随

意
契

約
【
１
件

】

№
工

事
番

号
工

事
名

工
事

種
別

契
約

部
署

⑤
5

建
保

第
１

２
７

号
市

役
所

本
庁

舎
本

館
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
改

修
工

事
機

械
器

具
設

置
契

約
課

日
本

オ
ー

チ
ス

・
エ

レ
ベ

ー
タ

　
株

式
会

社
関

東
支

店
1
6
5
,0

0
0
,0

0
0

9
9
.3

4
%

建
築

保
全

課

抽
　

　
出

　
　
事

　
　
案

　
　
一

　
　
覧

　
　
表

期
間

：
令

和
４
年

度
下

半
期

（
令

和
４
年

１
０
月

～
令

和
５
年

３
月

）

業
者

名
契

約
金

額
(円

)
落

札
率

工
事

担
当

課
備

考
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対象工事抽出理由（令和４年度下半期（１０月～３月）） 
 

抽出当番委員 富山 栄子 委員  

 

 

発注
方式 

No. 工事番号 抽出理由 

制
限
付
一
般
競
争
入
札 

５ 東下第１号 
金額が１億９８００万円と大きく、合計１３の内、 

辞退１１と多い。かつ総合評価であるため 

６６ 西下第５０３号 合計１６の内、辞退１３、無効１であるため 

２０５ 亀清セ第２５号 
落札率９８．１６％と高く、合計２の内、超過１で 

あるため 

指
名
競
争
入
札 

１ 西農第２号 
落札率９９．３４％と高く、合計１５の内、辞退７、 

超過５、棄権２であるため 

随
意
契
約 

５ 建保第１２７号 落札率９９．３４％と高いため 

 

-  10  -



抽 出 事 案 説 明 書  ① 

 

発 注 方 式 一般競争入札（制限付）【総合評価方式】 

工 事 担 当 課 東部地域下水道事務所 

工  事  名 内野雨水１号吐口渠合流改善貯留施設設置工事 

予 定 価 格 １９０，５２０，０００円（税抜） 

落 札 金 額 １８０，０００，０００円（税抜） 

落 札 率 ９４．４８％  

工 事 種 別 土木一式 

工 事 概 要 

貯留施設設置 φ２５００ｍｍ Ｎ＝４基 

分水人孔設置         Ｎ＝１基 

付帯工            一式 

競争参加資格の 

設定内容 

新潟市公告第６２４号（６）及び一般競争入札共通公告 

「２ 入札参加資格の要件」による。 

上記資格を設定 

した経緯・理由 

(設定の考え方) 

新潟市建設工事一般競争入札実施要綱第３条に基づき、新潟

市請負工事等入札参加資格要件等審査委員会に諮り決定。 

資格参加申請書 

の提出者数① 
１３ 

辞退者数等 

② 
１１ 

入札参加者数 

（①－②） 
２ 

落札候補者の 

資格認定 
入札後に資格審査を行い契約 

失格者が出た場合

の理由及び対応 
 

入札状況等の 

契約までの経過 

令和５年１月３０日に開札、総合評価方式による 

評価の上、２月１日に落札候補者を決定。 

その後、資格審査を行い、２月１６日に契約。 
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資 料 

東下第１号 内野雨水１号吐口渠合流改善貯留施設設置工事 

 

【工事概要】 

本市の一部地域では、生活排水（汚水）と雨水を同じ管渠で排水する合流式下水道

方式で整備されている。この合流式下水道は建設コストが割安で、下水道整備が早く

進む一方、一定量以上の降雨時に、未処理の汚水が雨水とともに河川などに放流され

るため、公共水域の水質悪化の原因となっている。全国的にも未処理放流による水質

の悪化が社会問題として扱われ、平成１５年の下水道法施行令改正により、令和５年

度までに合流式下水道の改善対策が義務付けられた。 

本工事は、「新潟市合流式下水道緊急改善計画」を基に、汚濁物質の削減および未処

理放流水の放流回数を削減するため、西区内野町地内において下水道排水（雨水）を

一時的に貯留する施設を設置する。 

貯留施設は内径φ２，５００ｍｍ、立坑深１０．６ｍ～１１．６ｍの円形の貯留槽

（貯留量１５０㎥）４基を沈設により設置するもので、各貯留槽を連絡する導水管や

既設下水渠から分水する施設（分水人孔）なども整備する。 
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抽 出 事 案 説 明 書  ② 

 

発 注 方 式 一般競争入札（制限付） 

工 事 担 当 課 西部地域下水道事務所秋葉分室 

工  事  名 新津中部排水区枝線２５８他管更生工事 

予 定 価 格 １７，５２０，０００円（税抜） 

落 札 金 額 １５，８００，０００円（税抜） 

落 札 率 ９０．１８％  

工 事 種 別 土木一式 

工 事 概 要 
施工延長          Ｌ＝５７．８８ｍ 

本管更生工 φ８００ｍｍ  Ｌ＝５１．１３ｍ 

本管更生工 φ１０００ｍｍ Ｌ＝６．７５ｍ 

競争参加資格の 

設定内容 

新潟市公告第５００号（６）及び一般競争入札共通公告 

「２ 入札参加資格の要件」による。 

上記資格を設定 

した経緯・理由 

(設定の考え方) 

新潟市建設工事一般競争入札実施要綱第３条に基づき、 

新潟市請負工事等区役所審査委員会に諮り決定。 

資格参加申請書 

の提出者数① 
１６ 

辞退者数等 

② 
１３ 

入札参加者数

（①－②） 

３ 

(うち有効札２) 

落札候補者の 

資格認定 
入札後に資格審査を行い契約 

失格者が出た場合

の理由及び対応 
 

入札状況等の 

契約までの経過 

令和４年１０月２４日に開札後、 

資格審査を行い、１０月２８日に契約。 
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資 料  

 

西下第５０３号 新津中部排水区枝線２５８他管更生工事 

 

 

【工事概要】 

管更生工事は、既設管の耐荷能力、耐久性および流下能力を保持するため、老朽化

した既設管内面に新たな管を構築するもの。本工事では、管内部に更生材を巻き既設

管を強化させるダンビー工法を採用した。 

 

 

※ダンビー工法による製管イメージ（ＥＸ・ダンビー協会ホームページより抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【着手前】              【施工後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストリップフィーダー 

製管機 スペーサー
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抽 出 事 案 説 明 書  ③ 

 

発 注 方 式 一般競争入札（制限付） 

工 事 担 当 課 亀田清掃センター 

工  事  名 亀田清掃センター２号バグフィルタろ布更新工事 

予 定 価 格 １５，１８０，０００円（税抜） 

落 札 金 額 １４，９００，０００円（税抜） 

落 札 率 ９８．１６％ 

工 事 種 別 機械器具設置 

工 事 概 要 
経年劣化したバグフィルタろ布の更新 

ろ布交換  ４６２本 

競争参加資格の 

設定内容 

新潟市公告第５５５号（１）及び一般競争入札共通公告 

「２ 入札参加資格の要件」による。 

上記資格を設定 

した経緯・理由 

(設定の考え方) 

新潟市建設工事一般競争入札実施要綱第３条に基づき、 

新潟市請負工事等区役所審査委員会に諮り決定。 

資格参加申請書 

の提出者数① 
２ 

辞退者数等 

② 
０ 

入札参加者数 

（①－②） 

２ 

（うち有効札１）

落札候補者の 

資格認定 
入札後に資格審査を行い契約 

失格者が出た場合

の理由及び対応 
 

入札状況等の 

契約までの経過 

令和４年１１月２４日に開札後、 

資格審査を行い、１１月２８日に契約。 
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資 料 

 

亀清セ第２５号 亀田清掃センター２号バグフィルタろ布更新工事 

 

 

【工事概要】 

バグフィルタは、排ガス中に含まれる有害な成分やダイオキシン類を除去するた

めの装置であり、それらはろ布と呼ばれるフィルターによって取り除かれる。長期

使用に伴いろ布が劣化すると、排ガス中のばいじんやダイオキシン類が除去できな

くなることから更新工事を行った。 

ろ布の寿命は一般的に３～４年だが、２号バグフィルタのろ布は令和元年５月の

使用開始から３年が経過し、使用年数に比例して排ガス中のダイオキシン類濃度も

上昇していることから、いつ環境基準値を超過してもおかしくない状況だった。 

バグフィルタのろ布が破孔や劣化によって機能を失うと、排ガスの環境基準値を

遵守することが不可能となり、焼却炉の停止につながる。その場合、計画通りのご

みの受け入れができなくなり、市民の生活に多大な影響を及ぼす。また、環境基準

値を超過することで、市ホームページの公表やプレスリリース、地元運営協議会に

対する説明などを行う必要があり、市の信用失墜や地元との関係を悪化させること

につながる。これらのことから更新工事を行った。 

 

 

【着手前（ろ布交換前）】        【施工後（ろ布交換後）】 
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抽 出 事 案 説 明 書  ④ 

 

発 注 方 式 指名競争入札 

工 事 担 当 課 西区建設課 

工  事  名 鳥原本村大野下江排水路改修工事 

予 定 価 格 ９，０６０，０００円（税抜） 

落 札 金 額 ９，０００，０００円（税抜） 

落 札 率 ９９．３４％  

工 事 種 別 土木一式 

工 事 概 要 
施工延長              Ｌ＝１３７．０ｍ 

排水フリューム（１０００×８００） Ｌ＝１３７．０ｍ 

指名業者数 ① １５ 
辞退者数等 

② 
９ 

上記業者を指名 

した経緯・理由 

(指名の考え方) 

新潟市建設工事の発注基準及び指名業者選定要綱に基づき 

業者選定 

入札参加者数 

①－② 
６（うち有効札１） 

入札状況等の 

契約までの経過 
令和４年１１月１４日に開札し、１１月１５日に契約。 
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資 料  

 

西農第２号 鳥原本村大野下江排水路改修工事 

 

 

【工事概要】 

本工事は水利施設等保全高度化事業（国補助事業）を活用し、老朽化した農業用

排水路の更新を行うものである。 
老朽化した農業水利施設の長寿命化対策により農業生産の継続に必要な基盤整

備・保全を行い、計画的に担い手への農地の集積・集約化を進め、「儲かる農業」の

実現を目指す。 
 

 

【着手前】 【施工後】 

  

【施工中】 【施工中】 

  

 

-  26  -



-  27  -



-  28  -



  

抽 出 事 案 説 明 書  ⑤ 

 

発 注 方 式 随意契約 

工 事 担 当 課 建築保全課 

工  事  名 市役所本庁舎本館エレベーター改修工事 

予 定 価 格 １５０，９９０，０００円（税抜） 

落 札 金 額 １５０，０００，０００円（税抜） 

落 札 率 ９９．３４％ 

工 事 種 別 機械器具設置 

工 事 概 要 
１５人乗りエレベーター ３台 ９０ｍ／ｍｉｎ 

エレベーター改修  一式 

選定した相手方 日本オーチス・エレベータ 株式会社 関東支店 

上記業者を選定 

した経緯・理由 

(随意契約の理由) 

本工事は、既存エレベーターの経年劣化に伴う保守部品の

更新及び現行法規への適合のための部分リニューアル改修

である。 

 エレベーターは製造業者の独自仕様で造られており、機器

の更新や改修時においても製造業者の仕様でなければ適切

な管理が困難であり、今後の安全性の確保に支障が生じる恐

れがある。 

 以上の理由から、本工事において既存エレベーターの製造

業者である日本オーチス・エレベータ株式会社と契約を締結

することは、本工事の目的を達成する上で妥当であり、地方

自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に定める、その性

質又は目的が競争入札に適さないものに該当することから、

一者随意契約を行うものである。 

見積状況等の 

契約までの経過 

令和５年３月２４日に見積もり合わせを行い、 

予定価格内での見積書の提出があったため、 

３月３０日に契約。 
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資 料  

 

建保第１２７号 市役所本庁舎本館エレベーター改修工事 

 

 

【工事概要】 

当該エレベーターは市役所本庁舎本館が建設された平成元年に設置されたもので、

その後の建築基準法改正により、現行の法令基準に適合しない状態となっている。 
設置から３４年が経過し、機器の劣化による誤作動の危険性が高まっていること

や、交換部品の供給が終了していることから改修工事を行った。 
 
 

【本工事における主な改修項目】 

①巻上機              
②制御盤 
③ロープ類 
④かご 
⑤三方枠 
⑥乗場ドア 

 
 
 

 

 

 

※一般社団法人日本エレベーター協会ホームページより抜粋 
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